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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 第１次回答 

 

管理番号 281 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 運輸・交通 

 

提案事項（事項名） 

地方自治体等が実施する災害ボランティアツアーに係る旅行業法の適用除外 

 

提案団体 

兵庫県、滋賀県、京都府、和歌山県、京都市 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

 地方自治体等が実施する災害ボランティアツアーについては、旅行業法の適用除外とすること。 

 

具体的な支障事例 

【現状】  

 平成 28 年５月に観光庁が旅行業法遵守についての通知を発出し、旅行業の登録を受けていない NPO や社

会福祉協議会等が参加者を募集し、参加代金を収受して災害ボランティアバスを走らせる場合は、旅行業者の

登録を受ける必要があるとされた。 

 災害ボランティアバスの実施に混乱が生じたため、平成 28 年６月に国交相から改善策検討の意向が示され、

旅行業法への特例を設ける予定との報道あったが、その後動きが確認できない。 

 また、平成 29 年３月 10 日に閣議決定された旅行業法の改正には、災害ボランティアバスツアーに係る旅行

業法の適用除外等は定められていない。 

【支障事例】 

 本県では阪神・淡路大震災の経験を生かし、社協やＮＰＯ等が実費相当の参加費を徴収し、災害ボランティア

バスを運行し、被災地支援を行っている。 

 しかし、観光庁から上記の通知があったため、ボランティアバスの実施を取りやめる団体もあった。 

 本県の「ひょうごボランタリープラザ」は、ボランティア募集や参加費用の徴収を旅行業者に任せることとした

が、当団体では以前からバスの運行や宿泊先の手配を旅行業者に委託していたため追加の負担はなかった。 

 しかし、社協等が新たに旅行会社へ委託する場合は委託料が発生することから、参加者の費用負担が増え、

ボランティアの意欲を削ぐことにつながりかねない。 

 被災地の復旧復興にとってボランティアの活動は不可欠なものであることから、災害ボランティアツアーの実施

に当たり事故発生時の対応や責任者の明確化等が可能な地方自治体及び公益性、公共性が高い社会福祉協

議会は、旅行業法の適用除外とすること。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 旅行業法の適用を受けず災害ボランティアバスの運行が可能になることで、各団体からの迅速なボランティア

派遣が可能となり、被災者ニーズへの対応や災害ボランティアセンターの運営補助など被災地の復旧復興への

支援につながる。 

 

根拠法令等 

旅行業法第２条、第３条 
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追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

酒田市、八王子市、豊橋市、奈良県、広島市、倉吉市、田川市、大分県 

 

○ボランティアは自力で現地入りするのが原則であるが、交通事情等により不可能な場合も想定されるため、社

会福祉協議会が費用を徴収してバス輸送できるようにすべきと考える。 

○平成 28 年 4 月に発生した熊本地震では、県社会福祉協議会が主催となり、被災地で生活支援活動を行うた

めのバスツアーを企画し、旅行会社に委託した上で実施した。市としても、ホームページ等を活用し広く周知を図

ろうとしたが、主催者側からホームページ掲載での募集案内は旅行業法に抵触する恐れがあり、控えるよう注

意があったことから、充分な周知ができなかった。 

○本市社会福祉協議会では災害ボランティアツアーを通して、被災地支援を行っている。迅速な被災地支援の

ために、旅行業法の適用除外等が定められないと、今後の円滑な災害ボランティアツアー実施が困難になる状

況である。 

○今回催行した熊本震災支援の「災害ボランティアバス」運行に関して、旅行業者を仲介することで次のような

支障が生じた。①取扱（バス配車手配等）手数料が発生した。②災害ボランティアバスの運行は、即応性を重視

するため催行情報公開から運行まで短期間での手続きが必要であるが、バス運行会社と直接交渉ができなか

ったために十分な調整がかなわず、参加希望者への情報提供が不十分になったり、現地でのトラブル（移動時

間の長さやバス配車場所の変更等）があった。 

○地域防災計画において、ボランティアとの連携やボランティアの受入れ等を位置付けており、災害ボランティア

が派遣しやすい環境を整備することは、大規模災害発生時の本市の防災対策等に資するものとなる。また、災

害支援を通じた自治体間の相互協力、災害ボランティアとして活動を希望する市民ニーズにも対応できるものと

なる。 

 

各府省からの第１次回答 

ボランティアツアーの円滑な実施のため、地方自治体や社会福祉協議会が関与する場合で一定の要件を満た

すケースについては旅行業の登録なく実施が可能である旨の通知を平成 29 年７月に都道府県宛てに発出し、

対応済。 
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